
（平成２１年２月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 7 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 9 件

年金記録確認石川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                    

石川国民年金 事案196  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和36年11月、同年12月及び38年４月から同年９月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和16年生 

住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和36年11月及び同年12月 

             ② 昭和38年４月から同年９月まで 

 私は、申立期間当時、私の住所地と県外の両親の家を行ったり来た

りしていたが、年金は両親の居住地の区役所で納付し続けていた。仕

事の関係で納付の都合の悪い時は母に納付を依頼していた。申立期間

の保険料が未納期間となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和36年度に国民年金保険料の納付を開始して以来、60歳と

なった平成13年10月までの申立期間を除くすべての期間、保険料を納付し

ており、昭和58年４月からは付加保険料も納付している上、申立人の母親

も36年４月以降すべての期間について国民年金を納付しており、家族の国

民年金保険料の納付意識が高かったとことがうかがわれる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和38年10月に払い出されてい

ることから、37年１月から38年３月までの保険料は過年度保険料として納

付されたものと推認され、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された

38年10月では申立期間①に係る保険料の過年度納付は可能であった。 

さらに、上記のとおり、昭和37年１月から38年３月までの保険料の納付

が記録されていること、及び国民年金手帳記号番号が払い出された38年10

月から現年度納付を開始したと考えられることから、昭和38年度の申立期

間②に係る保険料の納付記録が無いことは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                    

石川国民年金 事案 197 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年４月から 52 年３月まで 

    役場から国民年金に強制加入しなければならないという連絡がきたの

で、夫と一緒に国民年金に加入し、昭和 36 年４月から夫の分と併せて、

国民年金保険料を納付してきた。私の分だけ未納となっていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫と共に制度発足当初より国民年金に加入し、申立期間

を除き、国民年金加入期間について国民年金保険料をすべて納付している。

また、夫も国民年金加入期間について国民年金保険料をすべて納付するな

ど、当該夫婦の納付意識は高かったことがうかがえる。 

さらに、申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号は連番で払い出さ

れており、前納・一括納付・過年度納付を同様に行っていること、及び

納付日が確認できる昭和 59 年度以降の納付状況をみると、納付日はおお

むね一致しており、基本的に夫婦一緒に保険料を納付していたものと考

えられ、申立期間について、申立人のみが未納となっていることは不自

然である。 

加えて、当時の申立人に関して、国民年金保険料の納付に支障を来す

ような周辺事情も見当たらない。  

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                    

石川国民年金 事案 198     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、 

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年１月から同年３月まで 

    申立期間については、婦人会が国民年金保険料を集金に来ており夫婦

の保険料を一緒に納付していた。申立期間について、私の保険料のみが 

未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年 11 月ごろ夫婦で国民年金に加入し、以後、申立期

間３か月を除き、昭和 43 年から約 30 年間にわたり国民年金保険料をすべ

て納付しており、保険料の納付意識が高かったことがうかがわれる。 

   また、申立人の妻は、申立期間について当初未納とされていたが、町役

場が保有する被保険者カードに納付した記録があることで納付済みに訂正

され、記録管理が不適切だったことが認められる上、国民年金加入期間に

おいて保険料をすべて納付している。 

さらに、保険料を町内会集金で納付したとする申立人の妻は、すべて

の期間を通じて夫婦二人分の保険料を納付してきたとしており、申立期

間までの納入記録において、夫婦同時に納付されたことは夫婦の国民年

金手帳の検認記録から確認することができる。 

加えて、申立人には申立期間当時保険料を納付することができない経

済事情も無く、申立人の妻が申立期間と同期間の保険料を過年度納付し

ていることから、同時期に申立人の申立期間の過年度保険料を納付しな

いことは夫婦同時に納付してきた事実からも不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



石川国民年金 事案 203     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年４月から 39 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年 10 月から 39 年３月まで 

    私は、結婚を契機に夫の住所地で自営業を手伝うこととなり、住所地の町

会婦人部が国民年金保険料を集金していたので、夫の分と一緒に支払ってい

た。夫の年金記録に未納が無いのに、私の記録が未納となっていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の保険料をすべて納付しており、

申立人の夫も国民年金加入期間の保険料をすべて納付している。 

また、社会保険事務所の国民年金被保険者台帳（マイクロフィルム化した特

殊台帳）によれば、申立人は、納付月を特定することはできないものの、昭和

37 年度については６か月分、38 年度については３か月分の保険料を納付して

いることが記録されている。 

さらに、町会関係者の供述、その他公私の資料によれば、申立期間当時、申

立人の夫が班長を勤める町会班の 15 戸が１年交替で国民年金保険料を集金し、

町会婦人部を通じて納付しており、同班において国民年金制度発足当初から夫

婦同時加入している多くの夫婦の納付状況は良好であったことが認められる。

このような状況の下で、申立期間のうち納付記録の無い一部の期間について、

申立人が申立人の夫の保険料のみ納付し、申立人自身の保険料を納付しなかっ

たとすることは不自然である。 

一方、社会保険事務所が保管している国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立人の記号番号は昭和 37 年７月に払い出されており、町会関係者が国民年

金加入当初の保険料について町会は関与していなかったと供述していること



などから、同年９月ごろまでの保険料は、町会を通じて納付することはできな

かったものと推認される。 

このことについて申立人は、国民年金加入当初の数か月分の保険料は市役所

で直接納付し国民年金手帳に検認印を押してもらったとしており、この点を含

め、市役所に出向いた時の状況や納付方法に関する供述は詳細かつ具体的であ

り不自然さは無い。 

ただし、申立期間のうち、昭和 36 年 10 月から 37 年３月までの期間の保険

料については、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では過年度

の保険料に該当し、過年度の保険料は、申立人が供述している方法では保険料

を納付することはできないなど不自然な点が認められ、ほかに当該期間の保険

料を納付したことをうかがわせる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和37年４月から39年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



石川国民年金 事案 204 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13 年７月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年５月から 55 年９月まで 

             ② 昭和 61 年 12 月から 62 年９月まで 

             ③ 平成 13 年７月 

    父が私の国民年金の加入手続をし、申立期間①については、父が私の保険

料を含め家族の国民年金保険料を納付していた。また、申立期間②について

は、私が金融機関等で夫婦二人分の保険料を納付し、申立期間③については、

口座振替を利用していたが、残高不足で引落しできなかった保険料を後で納

付したはずである。家族の保険料は納付とされている期間もあるのに、私の

保険料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間①及び申立期間②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立期間①について、申立人は、「父が国民年金保険料を納付してく

れていた。」と述べているが、申立人の父は高齢のため話を聞くことができな

いとしており、申立人自身は国民年金の加入及び保険料の納付に関与していな

い上、申立期間は 113 か月と長期間であるにもかかわらず、申立人はその間に

納付書及び過年度納付書等を見た記憶が無いとしている。 

さらに、申立期間②について、申立人は、金融機関等で夫婦二人分の国民年

金保険料を納付していたとしているが、社会保険庁の記録によると、申立人及

び申立人の妻の保険料は共に未納とされているほか、納付場所について、その

都度異なっているので分からないとしており、具体的に保険料の納付をうかが

わせる周辺事情は乏しい。 

しかし、申立期間③については、申立人及び市役所から提出された確定申告

書（控）の社会保険料控除欄に夫婦二人分の国民年金保険料が記載されており、

申立人は、申立期間③の保険料を納付していたことが推認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成 13 年７月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



石川国民年金 事案 205 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 13 年７月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年 12 月から 62 年９月まで 

             ② 平成 13 年７月 

    昭和 61 年 10 月に、夫が厚生年金保険から国民年金に変わった際に、夫が

私の国民年金の第一号被保険者への種別変更を行った。申立期間①について

は、夫が金融機関等で夫婦二人分の国民年金保険料を納付し、申立期間②に

ついては、口座振替を利用していたが、残高不足で引落しできなかった保険

料を後で納付したはずである。申立期間の保険料が未納となっていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間①に係る国民年金保険料が納付されていたことをうかが

わせる関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立期間①について、申立人は、「夫が夫婦二人分の国民年金保険料

を金融機関等で納付してくれていた。」と述べているが、申立人自身は保険料

の納付に関与していない上、社会保険庁の記録によると、申立人及びその夫の

申立期間①の保険料は共に未納とされているほか、申立人の夫は、納付場所に

ついて、その都度異なっているので分からないとしており、具体的に保険料の

納付をうかがわせる周辺事情は乏しい。 

しかし、申立期間②については、申立人の夫及び市役所から提出された夫の

確定申告書（控）の社会保険料控除欄に夫婦二人分の国民年金保険料が記載さ

れており、保険料が納付されていたことが推認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成 13 年７月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



石川国民年金 事案 206 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 11 月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 11 月から 43 年３月まで 

    申立期間に係る国民年金保険料については、父が国民年金の加入手続を行

い、家族（申立人の両親）の保険料と一緒に私の分も納付していたと聞いて

いる。父は既に亡くなっており、当時の領収書等も無いが、申立期間につい

て、保険料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金保険料は、申立期間の５か月を除き、国民年金加入期間に

ついてすべて納付されている。 

また、申立期間当時、申立人の国民年金保険料を納付していたとする申立人

の父は、国民年金制度発足当初から申立期間を含む 60 歳に至るまで保険料を

すべて納付済みであり、申立人の母も同様の納付状況であることから、申立人

の父の保険料納付に対する意識が高かったことがうかがわれ、申立期間の５か

月分の保険料のみが納付されなかったとすることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



                    

  

石川国民年金 事案 199 

            

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年５月から 62 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 59 年５月から 62 年１月まで 

私は、会社を退職後の昭和 59 年５月に国民年金に加入し、同年 10 月に

結婚するまで、近くの金融機関で保険料を納付した。また、結婚後は夫の

国民年金保険料と一緒に近くの金融機関で納付した。申立期間の保険料が

未納となっていることは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人は、国民年金に加入した昭和 59 年５月から国民年金保険料

を納付し、結婚後の同年 10 月ごろに夫の過年度保険料及び現年度保険料を

納付し、その後は申立人及びその夫の保険料を併せて納付していたとしてい

るが、社会保険庁及び市役所の記録によれば、いずれも夫婦共に未納とされ

ており、保険料の納付が行われていれば、同世帯の二人の被保険者の保険料

が２年以上にわたり未納となることは不自然である。さらに、59 年 10 月ご

ろに申立人の夫の保険料を納付したとする点については、市役所職員が自宅

を訪れたことが契機であるしているが、市役所では、当時、保険料の納付勧

奨のため被保険者宅を訪問することはなかったとしているほか、申立期間に

係る国民年金保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 



                    

  

石川国民年金 事案 200 

             

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年７月から 62 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年７月から 62 年１月まで 

昭和 59 年 10 月ごろに市役所職員の訪問を受け、国民年金保険料が未納

となっていると言われたため、妻が納付可能な過年度の保険料を一括納付

し、その後は妻が納期ごとに納付していた。申立期間の保険料が未納とな

っていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人は、自身の国民年金の加入手続についての記憶が無く、申立

期間の国民年金保険料についても申立人の妻が納付していたとしており、申

立人自身は関与していない。 

さらに、申立人の国民年金保険料を納付したとしている申立人の妻は、昭

和 59 年 10 月ごろに市役所職員が自宅を訪れた際に、納付が可能な申立人の

過年度保険料額の説明を受け、後日、自宅に送付されてきた納付書により金

融機関で一括納付したとしているが、市役所では、当時、保険料の納付勧奨

のため被保険者宅を訪問することはなかったとしている。 

加えて、申立人は申立期間のうち、昭和 59 年 10 月の結婚後の保険料は申

立人の妻が夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付したと述べているが、

申立人が 62 年２月に厚生年金保険に加入するまでの期間については申立人

の妻の保険料も未納となっており、保険料の納付が行われていれば、同世帯

の二人の被保険者の保険料が未納となることは不自然であるほか、申立人の

申立期間に係る国民年金保険料が納付されたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                    

  

石川国民年金 事案 201   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年 10 月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年 10 月から 43 年３月まで 

私は、町内会の人に勧められて夫と一緒に国民年金に加入し、夫婦二人

分の国民年金保険料を町内会の集金を通じて納付していたはずである。ま

た、夫が昭和 50 年代の初めごろに「未納の保険料を全部納付して来

た。」と言っていた記憶もあり、私の申立期間の保険料が未納になってい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の夫の納付記

録は、申立人と同じく申立期間について未納となっている。 

また、申立期間のうち申立人の居住していたアパートの火災発生（昭和

39 年５月）前の約半年間について、申立人は同アパートの管理人に国民年

金保険料を納付していたとしているが、その火災発生の新聞記事を示し、申

立人に確認したところ、「管理人は当時既に高齢であり同アパートに居住し

ていなかったかもしれない。」と述べており、当時の保険料の納付状況は不

明である。 

さらに、申立期間のうち火災発生後の期間について、申立人は、火災発生

の翌日から夫婦それぞれの実家に戻り、その後、昭和 40 年５月ごろに新た

なアパートへ転居したとしているが、社会保険事務所が保管する申立人及び

その夫の特殊台帳には、それぞれの実家に住所変更した形跡は無い上、「不

在確認 44.１.10」、「復活 44.11」との記載があることから、市役所国民

年金担当は火災発生後から夫婦の居住地を把握できていなかったと推察され、

申立人が町内会の集金で保険料を納付することはできなかったものと考えら

れる。 



                    

  

一方、申立人は、申立人の夫が昭和 50 年代の初めごろに「未納の国民年

金保険料を全部納付して来た。」と言っていたとしているが、50 年代では、

申立期間の保険料については納付の時効が到来していることから、過年度納

付することはできず特例納付による納付となる。申立人の夫が納付したとす

る金額は第２回特例納付（昭和 49 年１月から 50 年 12 月まで）により夫婦

二人分の未納保険料をすべて納付した場合の保険料額とおおむね一致する。

しかし、申立人が所持している家計簿（昭和 43 年４月から 55 年６月までの

分）には昭和 43 年度以降の国民年金保険料を過年度納付及び現年度納付し

ていたことを示す記載はあるものの、申立期間の保険料を特例納付したこと

をうかがわせる記載は無く、ほかに、申立人の申立期間に係る国民年金保険

料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

  

石川国民年金 事案202 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和51年３月から52年３月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。また、申立人の52年４月から

同年６月までの期間及び55年７月から61年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和51年３月から52年６月まで 

             ② 昭和55年７月から61年３月まで 

     私は、申立期間①のうち昭和51年３月から52年５月までについては、

厚生年金保険加入中であり国民年金保険料を納付する必要の無い期間で

あったが、国民年金保険料を納付し続けたはずであり保険料の還付を受

けていないので、還付してほしい。 

     また、申立期間①のうち昭和52年６月及び申立期間②の期間について

は、国民年金保険料を毎月、金融機関で納付していたはずであり、これ

らの期間の保険料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 社会保険庁の記録によると、申立人は、申立期間①について、昭和51年

３月26日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、52年６月21日に同資格を

喪失しており、当該期間は厚生年金保険に加入していることが確認できる。

また、国民年金被保険者台帳によると、申立期間①のうち昭和51年３月か

ら52年３月までの国民年金保険料は現年度納付されており、厚生年金保険

料と国民年金保険料が重複して納付されていることから、当該期間の国民

年金保険料が申立人に還付されていることについて不自然さはみられない。 

さらに、社会保険事務所が保管する還付整理簿には、申立人に対する還

付記録が記載されているほか、還付金額に計算上の誤りは無く、その記載

内容は申立人の国民年金被保険者台帳とも一致し、申立人に対して申立期

間①のうち昭和51年３月から52年３月までの保険料が還付されていないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

 



                    

  

２ 申立人が申立期間①のうち昭和52年４月から同年６月までの国民年金保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

申立人の国民年金被保険者台帳によると、申立人は、昭和51年３月26日

に国民年金被保険者資格を喪失し、52年７月１日に同資格の再取得（任意

加入）の手続を行っているが、これらの手続に係る社会保険事務所から社

会保険庁への進達は、ともに52年９月に行われていることから、申立人は

51年３月26日の資格喪失の手続と52年７月１日の資格再取得の手続を同時

に行ったと考えられ、その時点で既に納付済みであった国民年金保険料が

還付金の対象になったと推測される。したがって、申立期間①のうち52年

４月から同年６月までの保険料については、同年７月１日までに納付され

ることは無く、また、52年４月から同年６月までの期間は、厚生年金加入

期間又は国民年金未加入期間であることから、申立人が同年７月１日以降

に当該期間の国民年金保険料を納付することはできなかったと考えられる。 

このほか、申立人が52年４月から同年６月までの保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ 申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人は、申立期間②について、保険料を毎月、金融機関で納付

していたとしているが、申立人には納付金額についての記憶は無い上、当

時は３か月分の保険料をまとめて納付する納付書となっていたことなど、

申立人の保険料納付に関する記憶はあいまいである。 

さらに、申立期間②のうち昭和55年７月から56年３月までの期間につい

ては、申立人の国民年金被保険者台帳によると、保険料は未納と記録され

ているとともに、昭和55年度の備考欄に「納付書」と表示されており、56

年８月ごろに社会保険事務所から当該未納保険料に対する過年度納付書が

発行されたことが確認できるものの、保険料が納付された形跡は見当たら

ない。 

加えて、申立期間②のうち昭和56年４月から61年３月までの期間につい

ては、申立人の国民年金被保険者台帳及び市役所の記録によると、56年４

月に被保険者資格喪失の手続が行われたことによる未加入期間であり、こ

の期間において申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

見当たらない。 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が昭和51年３月から52年３月までの国民年金保険料を還

付されていないものと認めることはできない。 

また、申立人が昭和52年４月から同年６月までの期間及び55年７月から

61年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



石川国民年金 事案 207      

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年４月から 47 年３月までの期間、48 年１月及び同年２月

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

                                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年４月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 48 年１月及び同年２月 

     昭和 42 年６月に婚姻後、母親が私の国民年金の加入手続を行い、保険料

も母親が私と妻の保険料を併せて町会を通じて納付してくれていたはずで

ある。妻と母親の保険料が納付されていて、私の保険料だけ未納となってい

ることは納得できない。                                                     

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていたことをうかが

わせる関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人は、申立人の国

民年金の加入手続や保険料の納付は申立人の母親が行っていたはずとして

おり、申立人自身はそれらに関与しておらず、申立人の母親は既に亡くなっ

ており、当時の状況は不明である。 

    また、町会関係者は、「国民年金保険料については役場から世帯ごとの集

金額の一覧表が送付され、この一覧表に基づいて集金しており、納付漏れが

あれば分かる仕組みになっていた。」と述べており、申立人は町会の集金に

加わっていなかったものと考えられ、ほかに、当時の町会による集金の内訳

に申立人の保険料が含まれていたかどうかを明らかにする資料や供述も無

い。 

    さらに、申立人は、婚姻後は申立人の母親が、母親、申立人及びその妻の

保険料を町会を通じて納付していたと述べているが、申立人の妻の保険料は、

婚姻した昭和 42 年６月以降、44 年３月までの間に３回にわたり一括納付さ

れた記録があり、44 年４月から四半期ごとに納付されていることから、こ

のころから町会を通じて納付していたものと考えられる。 



２ 申立期間①については、社会保険事務所の国民年金受付処理簿によれば、

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 47 年 11 月ごろ払い出されており、そ

の際に 42 年４月までさかのぼって国民年金被保険者資格が取得されている。

このことから、申立期間①の国民年金保険料については、払出しの時点で、

47 年３月以前については、過年度の保険料となるため町内会の集金を通じ

ては納付できない上、45 年９月以前の保険料については時効の到来により

納付できない。また、申立期間②については、申立人が所持している国民年

金手帳の国民年金印紙検認記録欄には、申立期間に係る部分に検認印が押さ

れていない。 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



石川国民年金 事案 208 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年４月から 49 年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住     所 ：  

 

  ２ 申立の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年４月から 49 年５月まで 

私は友人に勧められて国民年金に任意加入し、町内会を通じて申立期間

の国民年金保険料を納付していたので、保険料が未納となっていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人の国民年金の加入手続の時期や方法、国民年金保険料の納付

状況についての記憶はあいまいであり、申立内容を裏付ける具体的な説明を

得ることができない上、当時の町内会による集金の内訳に申立人の保険料が

含まれていたかどうかを明らかにする資料や情報も無く、当時の状況は不明

である。 

さらに、社会保険事務所の国民年金受付処理簿及び市役所の被保険者台帳

によれば、申立人は昭和 49 年６月に国民年金に任意加入したものとみられる

ことから、申立期間は未加入期間となり、申立期間の国民年金保険料は納付

することができない。 

加えて、申立期間以前に、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡も無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を含めて総合的に

判断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

 



石川国民年金 事案 209 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から５年３月までの国民年金保険料については、免除

されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住     所 ：  

 

  ２ 申立の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年３月まで 

申立期間当時、私は親元を離れて学生生活をしており、母親が地元の役

場で私の国民年金保険料の免除を申請し免除承認の通知を受けたが、免除

されたことが記録されていない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る国民年金保険料の免除申請や免除承認があったこ

とを示す関連資料は無い。また、国民年金保険料の申請免除手続については、

基本的に毎年度行わなければならないところ、申立人の母親は、２か年度に

わたる申立期間について手続を行ったのは一度だけであったとしている。ま

た、手続した時期については秋（10 月ごろ）だったとしているが、仮にこれ

が平成２年の秋だとすれば、その時点で学生は国民年金に任意加入だったこ

とから免除の対象ではない上、３年の秋であれば、申立期間の一部は免除申

請できない期間であるなど供述内容に不自然な点がある。 

さらに、申立人の母親は国民年金保険料の免除承認を受けたとしているが、

社会保険庁のオンライン記録によれば、申立期間の一部について、免除承認

を受けていれば通常発行されることのない納付書が発行されていることが認

められる。 

加えて、地元の役場が保有している国民年金記録を見ても免除申請や免除

承認が行われた形跡は無く、ほかに申立人の申立期間に係る国民年金保険料

が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



石川国民年金 事案 210 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年６月から 45 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年６月から 45 年３月まで 

    昭和 44 年６月ごろに、親が私の国民年金の加入手続を行い、当時の妻が

私の国民年金保険料を納付していたはずである。また、申立期間の直後の期

間の記録が訂正されていることから、申立期間についても誤りがある可能性

があり、保険料が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付されていたことをうかがわ

せる関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

また、申立人は、国民年金の加入手続については、その親がしてくれたとし

ており、申立期間に係る国民年金保険料の納付についても、申立人の当時の妻

が申立人の保険料を納付していたと述べており、申立人自身は関与していない。

一方、当時の妻は、当時の記憶があいまいである上、申立期間及びその前後の

期間の保険料が未納となっており、納付意識も高かったとは言い難い。 

さらに、申立人は、申立期間当時、国民年金手帳記号番号の払出し時（昭和

44 年６月）に交付された国民年金手帳と昭和 45 年３月ごろ再交付された国民

年金手帳の２冊を所持していたと思われ、そのうち１冊に 45 年４月から同年

６月までの期間が検認されていることを根拠に、平成 19 年７月 13 日に記録の

訂正が行われているが、いずれの国民年金手帳にも申立期間に当たる昭和 44

年度の国民年金印紙検認欄には検認印が押されておらず、申立期間の保険料が

納付されたことをうかがうことはできない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



石川国民年金 事案 211     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び 38 年 10 月から 39 年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

             ② 昭和 38 年 10 月から 39 年９月まで 

    結婚前、Ａ市の自宅を訪ねてきた男性に、昭和 36 年４月から国民年金保

険料を納める義務があると言われたので、その時に加入手続をして保険料を

納付し始めた。38 年 11 月に結婚してＢ市へ転居してからも納付してきたは

ずであり、未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無い。 

２ 申立人は、申立期間当時の国民年金保険料の納付方法等について記憶して

おらず、その家族等からも当時の保険料納付に係る具体的な供述が得られな

い。 

３ 申立期間①について、申立人は、申立期間当時、自宅を訪ねてきた男性か

ら国民年金保険料を納付する義務があると言われ、その際に国民年金の加入

手続を行ったとしているが、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿

によると、申立人の国民年金の加入手続は昭和 37 年 11 月ごろに行われたと

みられる。したがって、加入時点で申立期間①の保険料は、過年度保険料と

なるが、当該保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

４ 申立期間②について、申立人は、昭和 38 年 11 月の婚姻によりＡ市からＢ

市Ｃ町へ転居し、その後同市Ｄ町へ転居（閉鎖登記簿謄本によると、転居先

住宅は昭和 41 年９月新築）したとしているが、社会保険事務所の国民年金

被保険者台帳には、婚姻当初の居住地であるＢ市Ｃ町に係る記載が無い。 

また、当該台帳は、申立人が国民年金の住所変更手続を適正に行っていれ



ば、昭和 38 年 11 月の転居に伴いＡ市からＢ市の社会保険事務所へ移管され

るものであるが、42 年１月になって移管されたことが確認できる。したが

って、申立人の国民年金の住所変更手続は、38 年 11 月のＣ町への転居の際

には行われず、Ｄ町への転居以降に行われたものとみられる。 

さらに、これを踏まえて申立人の国民年金保険料の納付状況を見ると、申

立人がＢ市において保険料を納付し始めたのは少なくとも昭和 41 年９月以

降であり、台帳の移管が行われた時点で時効が到来していない 39 年 10 月以

降の保険料をすべて納付したものの、申立期間②の保険料については時効に

より納付できなかったものと判断される。 

５ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 


